
■納入書の送付 

・「納入書」とは、住民税を納付

するときに使用する納付書

のこと 

 ・どちらかに〇をつける（必要

に〇をつけた場合は、特別徴

収税額通知（５月送付予定）

に納付書を同封） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

■特別徴収とは 

給与支払者（事業主）が、従業員に支払う給与から住民税を天引きし納付する制度です。 
 

■特別徴収義務 

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者（事業主)は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・役員等の個人住民

税についても特別徴収する義務が課されています。 

（地方税法４１条及び３２１条の４第１項、鳥栖市税条例第４４条） 
 

■特別徴収の対象者 

令和５年中に給与の支払いを受け、かつ令和６年４月１日において給与の支払いを受ける従業員が特別徴収の対象です。 
 

■税額決定通知書の送付時期と納付 

例年５月に、事業所へ特別徴収の税額決定通知書を送付します。事業所では、通知された税額を６月から翌年５月

までの期間に、従業員の月々の給与から天引きし、翌月 10 日までに市町村へ納付していただきます。 

※住民税の税額計算は市町村が行うため、所得税のように事業主による税額計算や年末調整の手間はかかりません。 

総括表 記載例 

個人住民税の特別徴収について 

■特別徴収対象者 

令和６年度の住民税を給与か

ら天引きする従業員の人数を

記入 
 
■普通徴収対象者 

（退職者） 

退職により給与天引きができ

ない従業員の人数を記入 
 
■普通徴収対象者 

（退職者を除く） 

退職以外で給与から天引きが

できない理由がある従業員（別

紙理由書参照）の人数を記入 
 

※普通徴収について、「退職者」

の人数と「退職者を除く」の人

数の合計は、別紙の切替理由書

兼仕切紙の普通徴収該当者合

計と一致 
 
■報告人数の合計 

 上記の合計人数を記入 

鳥栖市に提出する給与支払報告書（個人別明細

書）の枚数と一致するようにしてください。 

■鳥栖市への提出者がいない(来年以降に総括表の送付を希望しない)場合 

総括表の【「報告人数の合計」に「0 人」】と記入してご提出いただくか、その旨 

を税務課市民税係までお電話ください。 

令和６年度 令和5年分 

令和6年 〇月〇日 



 

 
 

■普通徴収対象者（給与天引きせずに個人宛の納付書で納付する者）がいる場合 

 給与を受ける従業員は原則として特別徴収です。該当する理由がある場合のみ普通徴収とすることができます。普

通徴収とする場合は、「個人住民税を普通徴収とする理由書（切替理由兼仕切紙）」を添付してください。 

 ※個人住民税を普通徴収とする理由書（切替理由兼仕切紙）の添付がない場合は、特別徴収として取り扱います。 
 

■提出前のチェックについて 

 総括表に記載のチェック項目をチェックしてください。 

 （特に間違いが多いチェック項目） 

・総括表の報告人数合計と給与支払報告書（個人別明細書）の枚数が一致しているか 

 ・給与支払報告書（個人別明細書）に個人番号・住所・氏名・生年月日・が記載されているか 
  

■提出書類の並べ方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■給与支払報告書の提出先 

 以下の宛先を切り取ってご利用ください。 
 

〒８４１－８５１１ 

佐賀県鳥栖市宿町１１１８番地 

鳥栖市役所 税務課 市民税係 特別徴収担当 行       給与支払報告書在中 

給与支払報告書の提出方法 

提出期限 令和６年１月３１日（必着） 

******提出は余裕をもってお早めにお願いします***** 

（キリトリ線） 

この順番で重ねて提出してください。 

総括表 

（特別徴収分） 

給与支払報告書（個人別明細書） 

個人住民税を普通徴収とする理由書 

（切替理由兼仕切紙） 

必ず提出 

特別徴収の従業員がいる場合提出 

・給与支払報告書（個人別明細書）の枚数は、総括表の報

告人数欄の特別徴収対象者の人数と一致 

普通徴収の従業員がいる場合提出 

・理由書の添付がいる点に注意 

・給与支払報告書（個人別明細書）の枚数は、総括表の報告

人数欄の普通徴収対象者の合計人数と一致 

（普通徴収分） 

給与支払報告書（個人別明細書） 

※提出例 

特別徴収のみ（ ① ＋ ② ）、普通徴収のみ（ ① ＋ ③ ＋ ④ ）、特別徴収と普通徴収（ ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ） 
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④ 


